
 

 

 

 

「ビジネスモデル」に関する特許権 
2000 年頃に出願ラッシュのあった「ビジネスモデル特許」。 

「ビジネスの方法」は、「自然法則を用いた」「技術」ではない

ため、元来、特許権の対象になりませんが、表現次第で特許に

なる場合もあります。特許になるビジネスモデルと、特許に 

ならないビジネスモデル、その境界線を説明致します。 

 

2014 年 9 月 2 日（火） 18:30～20:00 

場所：河野国際特許事務所 小田原支所 （参加費：資料代 200 円） 

 

2014 年 9 月 16 日（火） 18:30～20:00 

場所：平塚商工会議所 第一会議室Ａ （参加費：資料代 200 円） 

 

 

主 催 ：知財活用経営推進会議 
連絡先 ：河野国際特許事務所 小田原支所（main@a-kohno.com 小田原市栄町 1-6-12） 

   電話でのお問合せは河野国際特許事務所東京事務所（03-3583-5043）宛にお願いします。 

 

今後の予定 時期が近付いたら募集します。お楽しみに！ 

 

「ハート型レモン」の知的財産権 
♡ 「レモン」に特許権？？ ♡ 

 

2014 年 11 月 4 日（火）18:30～20:00 

   場所：河野国際特許事務所 小田原支所 

 

2014 年 12 月 2 日（火）18:30～20:00 

   場所：平塚商工会議所 第三会議室 

お申込みは、 

main@a-kohno.com 宛 又は、 

このまま ＦＡＸ：０3-3584-7587 

参加者名： 

連絡先住所： 

連絡先電話番号： 

（連絡先 FAX）： 

連絡先 email： 

参加するセミナーに 

○をお願いします 

（   ） 

９月２日(火) 小田原 

（   ） 

９月１６日(火) 平塚 

講師 弁理士 穂坂道子 

 

知財を学ぼう 初心者向 セミナー 



これまでに扱ったテーマ 

 


